
住宅宿泊事業法（東京２３区内1物件あたり） 事前調査費含む ２００，０００～

住宅宿泊事業法（消防設備適合通知書必要自治体） ３００，０００～

住宅宿泊事業法管理業者登録（宅建業認可済事業所） ２００，０００～

住宅宿泊事業法管理業者登録（有資格者での登録） ３００，０００～

東京都大田区など戦略特区の場合 ２５０，０００～

特区民泊用短期賃貸借契約書・宿泊約款作成 ３０，０００～

各種宿泊業許認可関連図面作成 １００，０００～

旅館業法営業許可（ホテル旅館営業・簡易宿所営業） ３５０，０００～

建築基準法・都市計画法・消防法令等公法制限の事前調査 交通費別途 ５０，０００～

消防法令上の各種届出（実査立ち合いあり） 交通費別途 ６０，０００～

建築士等の作成書類のサポート（１２条５項報告書等） ５０，０００～

水質汚濁防止法特定施設届出 ５０，０００～

自然公園法事前協議・増改築等の許可申請 １００，０００～

玄関帳場代替策などのコーディネイトに関する報酬 各自治体審査基準 ５０，０００～

トレーラーハウス等特殊物件による許認可加算 建築・土木官公署対策 ５０，０００～

帰化許可申請  法定費用等別途  　１００，０００～

身分関係手続  ” 　 １００，０００～

在留資格認定証明書交付申請  ”         ５０，０００～

在留期間更新許可申請  ”         ５０，０００～

永住許可申請  ” 　　２００，０００～

再入国許可申請  ” 　　　５０，０００～

資格外活動許可申請  ” 　　　８０，０００～

特定技能ビザ（宿泊関連）  ” １５０，０００～

株式会社設立 登録免許税・諸費用別  ６０，０００～

合同会社（LLC）設立 登録免許税・諸費用別 ６０，０００～

ＮＰＯ法人設立   登録免許税・諸費用別  　　６０，０００～

外国人による株式会社設立 登録免許税・諸費用別  １５０，０００～

外国人による合同会社設立 登録免許税・諸費用別  １３０，０００～

日本に住所を有しない発起人、取締役等がいる場合 登録免許税・諸費用別  ２００，０００～

2名以上で会社を設立する場合(ＮＰＯ法人除く)追加料金 １名あたり 1０，０００～

風俗営業許可申請（1号～5号申請、特定遊興飲食店など） ２５０，０００～

深夜酒類提供飲食店営業届出 １５０，０００～

飲食店営業許可申請   ５０，０００～

古物営業許可   ７０，０００～

免税店の許可申請（輸出物品販売場の許可申請）   ５０，０００～

インバウンド関連補助金に関するサポート 成功報酬　5％～ 着手金　50,000円～

旅行サービス手配業業 １５０，０００～

レンタカー業（自家用自動車有償貸渡業許可） ２００，０００～

資金移動業・資金決済法に関する登録（金融庁・内閣関関） １，０００，０００～

宅地建物取引業（新規・知事免許） １００，０００～

宅地建物取引業（新規・大臣免許） １２０，０００～

宅建業免許 更新　知事免許 ７０，０００～

宅建業免許 更新　大臣免許 ５０，０００～

各種変更届 ３０，０００～

賃貸住宅管理業 ５０，０００～

車庫証明 ６，０００～

自動車登録（新規登録） ２，５００  

自動車登録（移転・変更登録） ３，５００  

９５０登録　連結検討  １０，０００～

丁種出張封印 ２３区内   １５，０００～

法人顧問契約（6か月契約後、各種許認可報酬最大０％オフ） 最低６か月間契約 ３０，０００～

セミナー講師（パワポ作成・書類配布なし） １時間（交通費等別） ５０，０００～

事務所・又は訪問での面談 １時間（交通費等別） 1０，０００～

行政書士の業務に関する報酬については、所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しません。源泉徴収は必要ありません。

一応の基準・目安とご理解ください。　

★印紙代、法定費用等、郵便代、謄写代及び交通費等は、実費ですので費用には含まれておりせん。

別途の請求となります。なお、費用は、税別となっております。

交通費基準は、品川区大井町発としてカウントさせていただきます。 

【通常の費用のお支払い方法】 

民泊案件の場合は、事前調査費＋登録手数料を事前に頂きます。

それ以外の業務の報酬・費用のお支払い方法に関しましては、ご依頼契約完了後に費用全額、

または費用の３分の２以上を着手金として、当事務所指定銀行口座に振り込みをお願い致します。

入金を確認しました後に仕事に着手いたします。なお、ご相談の上、分割払いも対応致します。

また、登録免許税等の実費につきましても、事前にお預かりしております。 

【返金ポリシーにつきまして】 

依頼者様のご都合での案件の依頼を中止された場合、案件が殆ど終了しているときは費用の全額の負担をお願いいたします。 

入国管理関連の業務や風営法関連の業務につきましては、全額を前払いになる場合がございます。 

顧問契約・セミナー講師

★上記の報酬は、当事務所の主要業務の標準報酬額を記載しておりますが、案件の内容、規模や必要となる業務量、 難易度等により

費用の増減が生じることがあります。

不動産関連

インバウンドビジネス
関連許認可

見晴らし坂行政書士事務所報酬・手数料など（２０２０年４月１日現在）

自動車登録関連
登録諸費用は別

旅館業・民泊関連

外国人関係 

会社設立


